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（仮称）生駒市市民投票条例（案）について（案）  

 
生駒市市民自治推進会議では、市からの検討の要請があった、生駒市自治基

本条例第４４条及び第４５条に規定されている市民投票制度の具体化を図る

ため、平成２２年２月より（仮称）生駒市市民投票条例（案）の検討を行い、

平成２２年１１月１日から３０日までの間、意見募集としてパブリックコメン

トを実施するとともに、同年１１月１日から１２日までの間、同制度の周知を

図るため、３，０００人へアンケート調査を行うなど同条例案の検討をすすめ

てきたところです。  
一方、国の動きとして、第３０次地方制度調査会にて、大規模な公の施設の

設置に係る住民投票制度を含む地方自治法改正案について調査審議がされて

きましたが、拘束的住民投票制度の導入については、住民自治の充実の観点か

ら意義を有するものと考えられるものの、住民投票を実施する場合の対象のあ

り方や要件等について更に詰めるべき論点があることから、引き続き検討すべ

きであるとの意見が同調査会から内閣総理大臣に対し、昨年１２月１５日に提

出されました。  
本推進会議では、１年以上にわたり本条例案の検討を行い、一定の意見はま

とめておりましたが、法制度による住民投票制度の創設が国で検討され始めた

ことから、これまでの間、地方制度調査会での調査審議の動向を見極めてきた

ところです。しかし、この度、国の住民投票制度についての審議が先送りされ

たこともあり、今回、現時点での条例案を提出するものであります。  
今後、生駒市におかれましては、本条例案を尊重されますとともに、地方制

度調査会での調査審議内容が本条例案に多大な影響をもたらす可能性も考え

られることから、その動向に注視され適切に対応されますよう申し添えます。 
 

 


